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標記について、装備取得委員会に関する訓令（平成２７年防衛省訓令第３８号）第
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別紙

防衛省研究開発評価実施要領

第１ 事業評価

事業評価は、被評価主体の自己点検による評価を基本とし、事前、中間、事後及

び追跡の各段階において評価を行うものとする。その際、事業評価に用いる装備品

等の研究開発に関する訓令（平成２７年防衛省訓令第３７号。以下「研究開発訓令

」という。）第９条に規定する装備品等研究開発見積依頼（以下「見積依頼」とい

う。）、装備品等研究開発見積り（以下「見積り」という。）、装備品等研究開発要求

（以下「要求」という。）、研究開発訓令第１１条に規定する年度業務計画並びに研

究開発訓令第１７条に基づく成果等の報告に関する書類の記載要領等は、別紙第１

のとおり。

さらに、装備品等の研究開発の効果的及び効率的推進の観点から、要求性能、経

費、技術的可能性、スケジュール等の最適化を検討するため、トレードオフスタデ

ィ（「同時には達成できない複数の事項についての検討」をいう。以下同じ。）を積

極的に実施するものとする。トレードオフスタディの実施に当たっては、あらかじ

め装備品等の研究においては研究目標及び装備品等の開発においては要求性能（以

下「要求事項」という。）のランク付けを行うことが効率的であると考えられるこ

とから、要求事項について、次のランクを付与するものとし、その位置付けは別紙

第２のとおりとする。

Ａ 要求達成が必須

Ａ－ 要求達成が必要

Ｂ 経費、技術的可能性、スケジュール等の許す範囲内で達成

１ 事前評価

⑴ 評価要領

事前評価における被評価主体は、目標評価に関しては統合幕僚監部、陸上自衛

隊、海上自衛隊、航空自衛隊又は情報本部（以下｢各自衛隊等」という。ただし、

防衛装備庁要求の研究にあっては評価対象に係る事務を所掌する防衛装備庁長官

官房装備開発官、長官官房艦船設計官、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇

装備研究所又は次世代装備研究所（以下｢装備開発官等」という。）であり、技術

評価に関しては評価対象に係る事務を所掌する装備開発官等（ただし、各自衛隊

等が行う装備品等の軽易な改善及びその試験（以下「装備品等の研究改善」とい

う。）にあっては各自衛隊等）である。

事前評価は、見積依頼等、見積り等、要求等及びそれらに基づく事業計画案（



当該事前評価の対象となる事業計画案に限る。）について、概算要求年度の政策

評価の実施までに、必要であればその内容の適正化を図り、その他の研究開発を

含めた防衛力整備全体の観点から検討される概算要求のための省内検討・調整を

もって評価とするものとする。ただし、プロジェクト管理の対象となる装備品等

については、個々の研究開発もしくはそれらによって構成される研究開発プログ

ラムに係る代替分析の実施時期を考慮し、整合を取るように配慮するものとする。

見積依頼等、見積り等又は要求等については、新規に個々の研究開発のための

概算要求を行う予定の研究開発を対象とし、既存の装備品等に与える影響、諸外

国の類似装備品の導入、現有装備品等の改良・改善の可能性等の検討を十分検討

しつつ、トレードオフスタディ結果、開発経費や量産コストの抑制等総合取得改

革の観点を努めて踏まえた評価とする。

⑵ 評価の観点

事前評価の観点は、原則として次のとおりとする。

ア 目標評価

(ｱ) 必要性

ａ 運用構想

ｂ 装備構想（装備数量、装備部隊等）

ｃ 既存装備品等への影響分析

ｄ 代替手段（諸外国装備品の導入、現用装備品の改良及び改善の可能性）

ｅ 装備品等の研究については装備品等の開発への適用性等

(ｲ) 要求事項の軍事的合理性

ａ Ａ及びＡ－ランク要求事項の設定根拠

ｂ 装備品必要時期

イ 技術評価

(ｱ) 事業計画案の技術的合理性

ａ 技術的実現可能性、量産単価、ライフサイクルコスト及び所要期間

(ｲ) トレードオフスタディ結果の合理性

ａ Ａ－ランクの提案性能とその根拠

ｂ Ｂランクの達成可能性能とその根拠

２ 中間評価

⑴ 評価要領

中間評価における被評価主体は、技術評価に関しては評価対象に係る事務を所

掌する装備開発官等（ただし、装備品等の研究改善にあっては各自衛隊等）であ

り、目標評価に関しては各自衛隊等（ただし、防衛装備庁要求の装備品等の研究

にあっては評価対象に係る事務を所掌する装備開発官等）である。

中間評価は、年度業務計画等に記載された評価時点での成果について、主とし



て技術評価を実施する。この際、評価実施主体が必要と判断した場合は、技術評

価部会に評価を付議するものとし、技術評価部会はこれを妥当と認めるときは、

承認するものとする。

評価結果を踏まえ、かつ、評価結果に応じて必要であれば研究開発の内容の適

正化を図り、その他の研究開発を含めた防衛力整備全体の観点から検討される概

算要求のための省内検討及び調整に反映するものとする。

技術評価については、必要に応じて、防衛装備庁に組織として独立性を確保し

た外部評価に関する会議体における外部評価の結果を活用することにより評価の

客観性の確保に努めるものとする。また、技術評価等を踏まえ、必要に応じて、

トレードオフスタディを行いつつ、要求事項の見直し等を含んだ目標評価につい

ても実施することとする。

⑵ 評価の観点

中間評価の観点は、原則として次のとおりとする。

ア 技術評価

(ｱ) 設計、試作、試験等の各段階における進ちょく度

ａ 目標性能、事業経費及びスケジュールの達成見通し

ｂ 装備品等の開発については、見積量産単価（ライフサイクルコストが示

されている場合はライフサイクルコスト）の達成見通し

(ｲ) 中間成果を踏まえたトレードオフスタディ結果

ａ Ａ－ランクの提案性能とその根拠

ｂ Ｂランクの達成可能性能とその根拠

イ 目標評価

(ｱ) 必要性に係る事項

(ｲ) 要求性能等変更の妥当性

ａ 要求事項の追加又は変更

ｂ ランクの追加又は変更の妥当性（中間成果によるトレードオフスタディ

結果反映等）

(ｳ) 装備品必要時期変更理由の妥当性

３ 事後評価

⑴ 評価要領

事後評価における被評価主体は、装備品等の開発及び装備品等の研究改善に関

しては各自衛隊等であり、装備品等の研究に関しては評価対象に係る事務を所掌

する装備開発官等及び各自衛隊等である。

装備品等の研究及び装備品等の研究改善の終了時点において、評価実施主体が

必要と判断した場合は、技術評価部会に評価を付議するものとし、技術評価部会

はこれを妥当と認めるときは、承認するものとする。



また、必要に応じて、防衛装備庁に組織として独立性を確保した外部評価に関

する会議体における外部評価の結果を活用することにより評価の客観性の確保に

努めるものとする。

なお、事後評価は、技術評価として実施する。

⑵ 評価の観点

事後評価の観点は、原則として次のとおりとする。

ア 装備品等の開発

(ｱ) 実用性の評価に係る試験における要求性能の達成度（各ランク達成具合）

(ｲ) 部隊における実用性に関する観点

(ｳ) 見積量産単価の達成度

イ 装備品等の研究

(ｱ) 当初目標の達成度

(ｲ) 研究成果の装備品等の開発、装備品等に対する適用可能性

(ｳ) 技術基盤の維持及び育成への貢献度

ウ 装備品等の研究改善

(ｱ) 当初目標の達成度

(ｲ) 研究成果の装備品等に対する適用可能性

４ 追跡評価

⑴ 評価要領

追跡評価における被評価主体は、装備品等の開発及び装備品等の研究改善に関

しては各自衛隊等であり、装備品等の研究に関しては装備開発官等及び各自衛隊

等である。

追跡評価は、装備品等の研究に関しては研究完了後おおむね１０年までの間に

当該研究が装備品等の研究開発及び装備品等にどのように役立っているかについ

ての調査に基づき、新たな研究開発事業等への展開の可能性を考慮し、主要な研

究ついて被評価主体が必要に応じて選定して実施するものとする。また、装備品

等の開発に関しては部隊配備後原則として１年程度を経て、部隊での状況（使用

状況、調達価格等）の調査に基づき、国費投入額が大きい、重点的に推進する分

野などの主要な開発について評価実施主体が必要に応じて選定して実施するもの

とする。

装備品等の研究の追跡評価対象期間は、原則として、事後評価の翌年度から１

０年間とし、評価対象とする研究項目の被評価主体は、毎年度、自己点検により

評価を実施するとともにその結果をまとめた追跡評価資料を作成し、技術戦略部

長を経由して防衛装備庁長官に報告するものとする。また、追跡評価の対象外及

び終了の要件は、原則として次のとおりとする。

ア 研究成果を活用した新たな研究開発事業を実施し、又は概算要求している場



合

イ 事後評価の翌年度から１０年経過した場合

ウ 研究成果が研究用機械器具、防衛省規格、防衛省船舶設計基準及び装備品等

の調達に反映された場合

エ その他防衛装備庁長官により対象外及び終了が妥当であると判断された場合

⑵ 評価の観点

追跡評価の観点は、原則として次のとおりとする。

ア 装備品等の開発

(ｱ) 部隊使用実績等による不具合対応、改善及び改良の必要性

(ｲ) ライフサイクルコスト低減可能性

(ｳ) 防衛力整備の観点からの能力向上の必要性

イ 装備品等の研究

(ｱ) 研究成果の装備品等の研究開発及び装備品等に対する貢献度

(ｲ) 防衛装備庁等における中長期の計画に対する反映度

(ｳ) 技術基盤の維持及び育成への貢献度

５ 技術評価部会の構成

⑴ 技術評価部会は、部会長及び部会員をもって構成する。

⑵ 部会長は、整備計画局防衛計画課が中心となり評価を実施する事項に関しては

整備計画局防衛計画課長をもって、その他の事項に関しては防衛装備庁プロジェ

クト管理部における研究開発評価の対象に係る事務を所掌する課長に準ずる者又

は技術戦略部技術計画官をもって充てる。

⑶ 技術評価部会を構成する部会員（以下「部会員」という。）は、次のとおりと

し、評価対象が情報本部要求のものである場合には防衛政策局調査課長を、衛生

資材に関するものである場合には人事教育局衛生官を、指揮通信に関するもので

ある場合には統合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム企画課長を、そ

れぞれ部会員として加えるものとする。ただし、部会長は、評価対象に関連する

部会員に限定して、技術評価部会を開催することができるものとする。

なお、評価実施主体の中心となる課等の長は部会員としてではなく部会長とし

て審議に参画し、被評価主体に属する者は部会員としてではなく被評価主体とし

て審議に参画するものとする。

大臣官房文書課長、大臣官房企画評価課長、大臣官房会計課長、防衛政策局防

衛政策課長、整備計画局防衛計画課長、統合幕僚監部防衛計画部計画課長、統合

幕僚監部首席後方補給官付後方補給官、陸上幕僚監部防衛部防衛課長、陸上幕僚

監部装備計画部装備計画課長、海上幕僚監部防衛部防衛課長、海上幕僚監部防衛

部装備体系課長、海上幕僚監部装備計画部装備需品課長、航空幕僚監部防衛部防

衛課長、航空幕僚監部防衛部事業計画第１課長（研究開発評価の対象に係る事務



を所掌する場合に限る。）、航空幕僚監部防衛部事業計画第２課長（研究開発評価

の対象に係る事務を所掌する場合に限る。）、航空幕僚監部装備計画部装備課長、

航空幕僚監部科学技術官、情報本部計画部長が指名する課長、情報本部電波部長

が指名する課長、長官官房会計官、長官官房装備開発官（研究開発評価の対象に

係る事務を所掌する装備開発官に限る。）、長官官房艦船設計官、装備政策部装備

政策課長、プロジェクト管理部事業計画官、プロジェクト管理部事業監理官（研

究開発評価の対象に係る事務を所掌する事業監理官に限る。）、プロジェクト管理

部装備技術官（研究開発評価の対象に係る事務を所掌する装備技術官に限る。）、

技術戦略部技術戦略課長、技術戦略部技術計画官、調達管理部調達企画課長、調

達事業部における課長に準ずる者（研究開発評価の対象に係る事務を所掌する課

長に準ずる者に限る。）並びに防衛装備庁航空装備研究所、陸上装備研究所、艦

艇装備研究所及び次世代装備研究所における部長（研究開発評価の対象に係る事

務を所掌する部長に限る。）

⑷ 部会長は、議案について審議するため必要に応じて技術評価部会を招集し、こ

れを主宰するものとする。

⑸ 部会長は、必要があると認めるときは、関係の職員を技術評価部会に参加させ

ることができる。

第２ 機関評価

１ 評価要領

機関評価は、防衛装備庁及び各自衛隊等の装備品等の研究開発及び研究改善に関

連する研究開発機関等（航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所及び次

世代装備研究所その他の防衛装備庁及び各自衛隊等の装備品等の研究開発及び研究

改善に関連する機関をいう。以下同じ。）が、その設置目的や中長期的な目標等に

即して、必要な範囲で、自ら評価を行うものとする。

２ 評価の観点

研究開発機関等によって多種多様な範囲にわたる制度及び事業があることから一

律な評価基準を設けることは適切でないため、制度及び事業の性格に応じて、評価

を実施することとするが、例として次の項目が挙げられる。

⑴ 対象とする技術分野への取組

⑵ 重点技術分野への取組

⑶ 技術基盤の維持及び育成

⑷ 装備品等の研究開発及び研究改善の実施機関等における業務内容

⑸ 装備品等の研究開発及び研究改善の分野の設定方法

⑹ 研究体制の妥当性等



第３ 外部評価

外部評価は、事業評価のうち中間評価及び事後評価について、防衛装備庁に外部

の学識経験者等からなる組織として独立性を確保した委員会（以下「外部評価委員

会」という。）を活用して行うものとし、外部評価委員会は、原則として、外部評

価対象の研究開発項目（以下「対象項目」という。）ごとに設置するものとする。

１ 外部評価委員会の運営

⑴ 防衛技監は、装備品等の研究開発に関する訓令（平成２７年防衛省訓令第３７

号）第１７条に規定する成果報告（以下「成果報告」という。）の対象とする研

究開発項目を参考に対象項目を選定し、その外部評価委員会を設置して個別名称

を定め、対象項目について、外部評価委員会に諮るべき技術事項（以下「評価対

象事項」という。）を指定する。

⑵ 防衛技監は、前号で指定した評価対象事項に関連する分野について学識経験を

有する者等から、外部評価委員会の委員を委嘱する。ただし、評価の客観性、公

正性及び中立性を確保するため、防衛装備庁（平成２７年１０月１日前は防衛省

技術研究本部）に所属したことがある者（技術顧問を除く。）又は防衛省と対象

項目に係る契約関係のある企業、団体等に所属する者は、原則として委員に委嘱

することができないものとする。委員の委嘱期間は、原則として、対象項目の終

了（事後評価時点）までとするが、委嘱期間途中での離任は妨げないものとする。

⑶ 外部評価委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。また、

外部評価委員会に幹事１人及び副幹事１人を置き、幹事には技術戦略部革新技術

戦略官を、副幹事には技術戦略部技術計画官をもって充てる。幹事は、委員長及

び委員を補佐し、副幹事は、幹事が職務を遂行できないとき又は幹事が欠けたと

きに幹事の職務を行うものとする。

２ 評価の方法

⑴ 委員長は、外部評価委員会の議事進行を行い、委員は、評価対象事項について、

客観的かつ公正、中立の立場で技術専門的な観点から適正な評価を実施する。委

員は、外部評価委員会への出席に代えて、書面（電子メール等の手段を含む。）

をもって意見を述べることができるものとし、委員長は、外部評価委員会におけ

る評価結果をとりまとめ外部評価報告書を作成し、防衛技監へ報告するものとす

る。

⑵ 外部評価委員会における評価結果については、原則として成果報告の一部とし、

前号で作成された外部評価報告書は、原則として開示するものとするものとする

が、開示に当たっては、個人情報、企業秘密の保護、国家安全保障及び知的財産

権の取得状況等に十分配慮するものとする。

⑶ 外部評価委員会は、対象項目の評価を行うために必要があると認めるときは、

幹事を通じ、長官官房装備官、長官官房装備開発官、内部部局の部長、研究所長



及び試験場長（以下「関係部局の長」という。）に対して、資料又は情報の提供

その他必要な協力を求めることができ、関係部局の長は、外部評価委員会に対し、

必要な協力を行うものとする。

３ 外部評価委員会の実施に関する細部の事項は、技術戦略部長が定めるものとする。

第４ 政策評価との関係及び評価結果の開示

評価結果については、政策評価書の作成に活用して、評価の内容を可能な限り公

開することで透明性の確保を図るものとする。

第５ 本実施要領の見直し

本実施要領については、評価の実施の成果を踏まえ、必要に応じ、見直しを行う

ものとする。



別紙第１

事業評価に用いる書類の記載要領等について

第１ 見積依頼等

要求事項に、３段階のランク付け（Ａ、Ａ－、Ｂ）を行う。

第２ 見積り等

⑴ Ａ－ランクの要求事項又は目標事項については、技術的可能性、経費、スケジ

ュール等が向上、軽減又は短縮する可能性が明らかな場合には、要求事項につい

ては要求元の各自衛隊等と調整の上、要求事項又は目標事項の変更や確定を行っ

た見積書等を作成することができる。

⑵ Ｂランクの要求事項又は目標事項については、経費、技術的可能性、スケジュ

ール等の許す範囲内で達成できる見積書等を作成する。この過程については、評

価実施主体が評価を実施するものとする。

第３ 要求等

⑴ 要求事項に３段階のランク付け（Ａ、Ａ－、Ｂ）を行う。

⑵ 研究開発の進ちょくに応じて、装備品等の研究開発の実施段階においても、実

施状況、情勢変化等に柔軟に対応し、不断の見直しを行い、設計基準のうち要求

することが必要と判断したもの等の追加、定性的要求から定量的要求への修正及

びランクの変更等を行う。

第４ 年度業務計画等

⑴ 要求事項又は目標事項に３段階のランク付け（Ａ、Ａ－、Ｂ）を行う。

⑵ Ａ－ランクの要求事項又は目標事項については、技術的可能性、経費、スケジ

ュール等が向上、軽減又は短縮する可能性が明らかな場合には、要求事項につい

ては要求元の各自衛隊等と調整の上、要求事項又は目標事項の変更や確定を行っ

た年度業務計画を作成することができる。

⑶ Ｂランクの要求事項又は目標事項については、経費、技術的可能性、スケジュ

ール等の許す範囲内で達成できる年度業務計画を作成する。この過程については、

評価実施主体が評価を実施するものとする。



別紙第２

要求事項のランク付けについて

事業評価において行われる要求事項に関する３段階のランクの位置付けは、次のと

おり（目標事項のランクについてもこれに準じるものとする。）。

Ａ ：要求達成が必須である。

要求元の各自衛隊等としては、文字どおり要求事項の達成が必須であり、この

ランクの要求事項が少しでも満足されていない場合、実用に供し得るとの結論は

出せないと考えられるもの。技術評価部会において、設定根拠について重点的な

評価対象となる。

Ａ－：要求達成が必要である。

要求元の各自衛隊等として、基本的には要求事項を満足することが必要である

が、トレードオフスタデｨの検討を許容できると考える場合のランク

Ｂ ：経費、技術的可能性、スケジュール等の許す範囲内で達成。

経費、技術的可能性、スケジュール等の許す範囲内で要求時期等を満足すべき

ものであり、年度業務計画立案等に当たり、トレードオフスタデｨを前提とでき

る場合のランク

※ 各ランクは、変更可能なものであり、適宜見直しを行い変更が行えることを前

提としている。具体的には、研究開発の進ちょくに応じて、実施状況、情勢変化

等に柔軟に対応し、必要な追加や変更等を行うことができる。


